
ドローンと�温����３

ドローンによる

�薬品配�に�する

ガイドラインについて

 ドローンによる荷物等の配�事業については、内����び国⼟��省により��

されている「ドローンを活⽤した荷物等配�ガイドラインにおいて���令の�理等

が��されており、うち、�薬品の配�については、品�の�保、�者��への��

な授�など、⼀��物�上に�重を期す必�があるとして、�⽣労働省が２０２１年

６⽉２２⽇に「ドローンによる�薬品配�に�するガイドラインについて」に基づい

て��事業を��するようにと�知しました。その�、��事業の��状況等を踏ま

えた�正ガイドラインが２０２３年３⽉１６⽇に�知されました。

 �正ガイドラインでは、ドローン配�で�けることとされていた�薬・向精�薬・

覚��・覚���料・��性�薬品�び�薬など流�上��な�理が必�な品⽬につ

いて、「当⾯の間、ドローンを⽤いた配�は�けること」としながらも、災�時の�

�配�が必�な場�に�める��が⽰されました。また、�⽤範囲について、「卸売

�売業者が�療��に配�する場�」が「卸売�売業者、���売業者若しくは配�

�売業者�は薬局が、�薬品�売業者、薬局�は�療��に�して配�する場�」

に、さらに、「薬局開�者�は�療��の開�者」が「薬局�は�療��」に�現が

�められました。��、��⽤に向けて、�国各地で���⾏が��されていくこと

でしょう。

なお、��についての��の�更はありません。

 ・温度�理、�動・衝�などに�して�薬品の品�が保持されること

 ・��の�物を��する場�、�薬品と�薬品��のものを�別して��すること

 ・落下物の拾得者が開封できないよな措�を�じるとともに、

  ��者��は開封�禁の旨�び拾得時の��先を��

 ・服⽤する�体的な薬�が�三者からわからないようにするなど

  �者のプライバシーに配慮

�上が必�とされています。


